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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から紙葉類を１枚ずつ取り込むための紙葉類取込装置、少なくとも一部分が略水平
方向に延びるよう設けられ前記紙葉類取込装置により取り込まれた紙葉類を１枚ずつ搬送
する上部搬送機構、および当該上部搬送機構の途中部分に設けられこの上部搬送機構によ
り搬送される紙葉類の識別を行う識別部を有する上部ユニットであって、底部の少なくと
も一部が開口状態となっているような上部ユニットと、
　前記上部ユニットの下方に設置された下部ユニットであって、前記上部搬送機構から紙
葉類が１枚ずつ受け渡されるよう設けられこの受け渡された紙葉類の更なる搬送を行う下
部搬送機構、および前記識別部により識別された結果に基づいて前記下部搬送機構により
搬送された紙葉類が仕分けされて集積される複数の集積部を有するような下部ユニットと
、
　前記上部ユニットと前記下部ユニットとの間に配設された仕切部材と、
　を備えたことを特徴とする紙葉類処理機。
【請求項２】
　前記仕切部材は、略水平方向に延びる板状の部材からなることを特徴とする請求項１記
載の紙葉類処理機。
【請求項３】
　前記仕切部材は、紙葉類処理機を上方から見て前記上部搬送機構と前記下部搬送機構と
が重なる部分を少なくとも含む大きさとなっていることを特徴とする請求項２記載の紙葉
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類処理機。
【請求項４】
　前記上部ユニットは上方に開くことができるようになっており、当該上部ユニットが上
方に開かれたときに外部から前記仕切部材の上面にアクセス可能となっていることを特徴
とする請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項５】
　前記上部ユニットが上方に開かれた状態で前記仕切部材は上方に開くことができるよう
になっており、前記上部ユニットおよび前記仕切部材が上部に開かれたときに前記下部ユ
ニットの内部にアクセス可能となっていることを特徴とする請求項４記載の紙葉類処理機
。
【請求項６】
　前記下部ユニットには、当該下部ユニット内に堆積された異物を吸引除去するための貫
通穴が設けられていることを特徴とする請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項７】
　前記識別部の底部には、この識別部内で発生した異物を前記仕切部材に落下させるため
の開口が設けられていることを特徴とする請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項８】
　前記仕切部材は水平方向に延びる軸により前記下部ユニットの上部に枢支され、前記上
部ユニットが上方に開かれた状態で前記仕切部材は当該軸を中心として上方に回転するこ
とができるようになっており、
　前記軸に沿って異物回収部が設置されており、前記仕切部材が上方に開かれたときにこ
の仕切部材上の異物が傾斜状態にある仕切部材に沿って落下して当該異物回収部により回
収されるようになっていることを特徴とする請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項９】
　前記異物回収部には、当該異物回収部内に回収された異物を吸引除去するための貫通穴
が設けられていることを特徴とする請求項８記載の紙葉類処理機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部から紙葉類を１枚ずつ取り込み、この内部に取り込まれた紙葉類を複数
の集積部に分類して収納することができる紙葉類処理機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、顧客から預かった紙幣を金種別に分類して内部に収容することができる紙幣
処理機（紙葉類処理機）が知られている。このような紙幣処理機においては、紙幣の入金
動作を行う際に、まず紙幣がオペレータによりホッパに受け入れられ、このホッパに受け
入れられた紙幣は紙幣取込装置により１枚ずつ紙幣処理機の内部に取り込まれるようにな
っている。
【０００３】
　上述のような紙幣処理機として、例えば特開平９－１９０５６２号公報に開示されるも
のが知られている。特開平９－１９０５６２号に開示される紙幣処理機は、上部ユニット
および下部ユニットを備えている。これらの上部ユニットおよび下部ユニットは、それぞ
れ略直方体形状の筐体から構成されている。上部ユニットは、ホッパに収容された紙幣を
１枚ずつ取り込むための紙幣取込装置と、紙幣取込装置により取り込まれた紙幣を１枚ず
つ搬送する上部搬送機構と、上部搬送機構の途中部分に設けられこの上部搬送機構により
搬送される紙幣の識別を行う識別部とをそれぞれ内部に有している。また、下部ユニット
は、上部ユニットの上部搬送機構から紙幣が１枚ずつ受け渡されるよう設けられこの受け
渡された紙幣の更なる搬送を行う下部搬送機構と、識別部により識別された結果に基づい
て下部搬送機構により搬送される紙幣が仕分けされて集積される複数の集積部とをそれぞ
れ内部に有している。
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【０００４】
　上述のような紙幣処理機においては、紙幣取込装置により取り込まれるべき紙幣にゴミ
や埃等の異物が付着している場合には、紙幣処理機によって紙幣に対する一連の処理が行
われる際にこの異物が紙幣処理機内の搬送機構や識別部に付着してしまうおそれがある。
とりわけ、紙幣の搬送路が狭くなるような紙幣取込装置の出口側や識別部においては、紙
幣から異物が分離しやすく、これらの紙幣取込装置の出口側や識別部に異物が付着しやす
い。異物が付着してしまうと、識別部において紙幣の識別不良が生じたり、搬送機構が詰
まることにより（すなわち、ジャムが発生することにより）紙幣の搬送不良が生じたりす
るおそれがある。
【０００５】
　ここで、上述の特開平９－１９０５６２号に開示される紙幣処理機においては、上部ユ
ニットに設けられた識別部は、紙幣の厚さを検知するための一対のローラ（具体的には、
基準ローラおよび検知ローラ）から構成されている。そして、これらのローラに付着した
異物は、いずれか一方のローラの外周面に形成された螺旋状の溝により削り落とされるよ
うになっている。
【０００６】
　また、特開平１０－２８３５２０号公報に知られるような紙幣鑑別装置においては、紙
幣の厚さを精度良く検知するために、紙幣の厚さを検出するための一対のローラのいずれ
か一方にスクレーパを当接させており、このスクレーパによりローラの外周面に付着した
異物を剥離させるようになっている。
【０００７】
　しかしながら、上述のような従来の紙幣処理機においては、上部ユニットは底板を有す
る筐体から構成されているので、識別部のローラから削り落とされた異物等は上部ユニッ
トの底板上に堆積してしまうという問題がある。すなわち、前述のように上部ユニットに
おいて紙幣の搬送路が狭くなるような紙幣取込装置の出口側や識別部には異物が残りやす
いが、この異物をこれらの部材から剥離させた場合であっても落下した異物は上部ユニッ
トの底板上に堆積してしまい、この堆積された異物が様々なトラブルを引き起こすことが
ある。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、ゴミや埃等の異物が付着した
紙葉類が内部に取り込まれることによりこの異物が内部で堆積されることを防止し、この
ことにより識別部による紙葉類の識別不良、あるいは搬送機構におけるジャムの発生やベ
ルト外れ等のトラブルが生じることを抑制することができる紙葉類処理機を提供すること
を目的とする。
【０００９】
　本発明の紙葉類処理機は、外部から紙葉類を１枚ずつ取り込むための紙葉類取込装置、
少なくとも一部分が略水平方向に延びるよう設けられ前記紙葉類取込装置により取り込ま
れた紙葉類を１枚ずつ搬送する上部搬送機構、および当該上部搬送機構の途中部分に設け
られこの上部搬送機構により搬送される紙葉類の識別を行う識別部を有する上部ユニット
であって、底部の少なくとも一部が開口状態となっているような上部ユニットと、前記上
部ユニットの下方に設置された下部ユニットであって、前記上部搬送機構から紙葉類が１
枚ずつ受け渡されるよう設けられこの受け渡された紙葉類の更なる搬送を行う下部搬送機
構、および前記識別部により識別された結果に基づいて前記下部搬送機構により搬送され
た紙葉類が仕分けされて集積される複数の集積部を有するような下部ユニットと、前記上
部ユニットと前記下部ユニットとの間に配設された仕切部材と、を備えたことを特徴とす
る。
【００１０】
　このような紙葉類処理機によれば、ゴミや埃等の異物が付着した紙葉類が内部に取り込
まれたときに、上部ユニットにおいて例えば紙葉類の搬送路が狭くなるような紙葉類取込
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装置の出口側や識別部で異物が紙葉類から剥離して落下した場合であっても、この異物は
上部ユニットの底部に形成された開口を通過して落下することにより仕切部材の上面に堆
積されることとなる。このため、オペレータは紙葉類処理機のメンテナンスの際に単に仕
切部材の上面に堆積された異物を除去するだけでよく、このような異物の除去作業をシン
プルなものとすることができる。また、上部ユニットの内部に取り込まれた紙葉類から剥
離した異物が当該上部ユニット内に残存することを防止することができるので、この上部
ユニット内に堆積された異物により識別部による紙葉類の識別不良、あるいは搬送機構に
おけるジャムの発生やベルト外れ等のトラブルが生じることを抑制することができる。
【００１１】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記仕切部材は、略水平方向に延びる板状の部材か
らなることが好ましい。このことにより、上部ユニットの内部に取り込まれた紙葉類から
剥離し、上部ユニットの底部に形成された開口を介して落下した異物は仕切部材の略水平
方向に延びる上面で受けられることとなるので、オペレータは紙葉類処理機のメンテナン
スの際にこの仕切部材の略水平な上面に堆積した異物の除去を容易に行うことができるよ
うになる。また、前記仕切部材は、紙葉類処理機を上方から見て前記上部搬送機構と前記
下部搬送機構とが重なる部分を少なくとも含む大きさとなっていることが更に好ましい。
上部ユニット内において紙葉類が上部搬送機構により搬送される際にこの紙葉類から異物
が剥離されて落下されるので、仕切部材は少なくとも上部搬送機構の真下の位置にこの上
部搬送機構をカバーするような大きさで設けられることが望ましく、また、上部ユニット
から落下した異物が下部ユニットの下部搬送機構に到達した際にはこの下部搬送機構にお
いて搬送不良が発生しやすくなるので、仕切部材は少なくとも下部搬送機構の真上の位置
にこの下部搬送機構をカバーするような大きさで設けられることが望ましいからである。
【００１２】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記上部ユニットは上方に開くことができるように
なっており、当該上部ユニットが上方に開かれたときに外部から前記仕切部材の上面にア
クセス可能となっていることが好ましい。このことにより、紙葉類処理機のメンテナンス
の際にオペレータは単に上部ユニットを上方に開くだけで仕切部材の上面に堆積した異物
の除去を容易に行うことができるようになる。また、前記上部ユニットが上方に開かれた
状態で前記仕切部材は上方に開くことができるようになっており、前記上部ユニットおよ
び前記仕切部材が上部に開かれたときに前記下部ユニットの内部にアクセス可能となって
いることが更に好ましい。このことにより、紙葉類処理機のメンテナンスの際にオペレー
タは上部ユニットが上方に開かれた状態で仕切部材上の異物の除去後にこの仕切部材を上
方に開くことにより、下部ユニット内の下部搬送機構や集積部等のメンテナンスを行うこ
とができるようになる。
【００１３】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記下部ユニットには、当該下部ユニット内に堆積
された異物を吸引除去するための貫通穴が設けられていることが好ましい。このことによ
り、紙葉類処理機のメンテナンスの際にオペレータは当該貫通穴に掃除機等の吸引装置を
接続させることにより、下部ユニット内に堆積された異物を容易に吸引除去することがで
きるようになる。
【００１４】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記識別部の底部には、この識別部内で発生した異
物を前記仕切部材に落下させるための開口が設けられていることが好ましい。上部ユニッ
ト内においては紙葉類の搬送路が狭くなるような識別部において紙葉類から異物が剥離し
やすくなっているが、識別部の底部に開口が設けられているので、紙葉類から剥離した異
物を仕切部材上に容易に落下させることができるようになり、識別部内で異物が堆積して
当該識別部による紙葉類の識別不良が発生することを抑制することができるようになる。
【００１５】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記仕切部材は水平方向に延びる軸により前記下部
ユニットの上部に枢支され、前記上部ユニットが上方に開かれた状態で前記仕切部材は当
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該軸を中心として上方に回転することができるようになっており、前記軸に沿って異物回
収部が設置されており、前記仕切部材が上方に開かれたときにこの仕切部材上の異物が傾
斜状態にある仕切部材に沿って落下して当該異物回収部により回収されるようになってい
ることが好ましい。このことにより、上部ユニットが上方に開かれた状態で仕切部材を上
方に開いたときに、この仕切部材は水平方向に延びる軸から斜め上方に傾斜するような状
態となるので、仕切部材上に堆積された異物を当該仕切部材に沿って斜め下方に落下させ
ることにより異物回収部により確実に回収できるようになる。また、前記異物回収部には
、当該異物回収部内に回収された異物を吸引除去するための貫通穴が設けられていること
が更に好ましい。このことにより、オペレータは当該貫通穴に掃除機等の吸引装置を接続
させることにより、異物回収部内に堆積された異物を容易に吸引除去することができるよ
うになる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の紙幣処理機（紙葉類処理機）の外観を示す斜視図である。
【図２】図１の紙幣処理機の内部構成の概略を示す正面図である。
【図３】図１の紙幣処理機の概略側面図であって、上部ユニットおよび仕切部材が上方に
開かれていないときの状態を示す図である。
【図４】図１の紙幣処理機の概略側面図であって、上部ユニットが上方に開かれたときの
状態を示す図である。
【図５】図１の紙幣処理機の概略側面図であって、上部ユニットおよび仕切部材の両方が
上方に開かれたときの状態を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。実施の形態において、紙
幣を処理するための紙幣処理機として本発明の紙葉類処理機を用いた場合について説明を
行っている。しかしながら、本発明の紙葉類処理機の処理対象となる紙葉類について紙幣
以外のものとすることもできる。なお、以下の実施例は、本発明の実施の一形態に過ぎず
、本発明の範囲を限定するものではない。
【００１８】
　まず、図１および図２により、本発明の紙幣処理機の全体構成について説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施例に係る紙幣処理機１００の外観を示す斜視図であり、図２は
、図１の紙幣処理機１００の内部構成の概略を示す正面図である。図１および図２に示す
ように、紙幣処理機１００は、上部ユニット１０と、この上部ユニット１０の下方に設置
された下部ユニット２０とを備えている。上部ユニット１０および下部ユニット２０は、
それぞれ略直方体形状の筐体から構成されており、互いに分離可能となっている。図１お
よび図２に示すように、上部ユニット１０は、ホッパ１０１、紙幣取込装置１２０、２つ
のリジェクト部１０２、操作部１０３、第１の全体表示部１０４、第２の全体表示部１０
５、上部搬送機構２０１ａを有している。また、下部ユニット２０は、４つの集積部１０
６、４つの個別表示部１０７および下部搬送機構２０１ｂを有している。
【００２０】
　まず、上部ユニット１０の各構成要素について説明する。ホッパ１０１は、オペレータ
によって複数の紙幣が積層状態で載置されるようになっており、紙幣取込装置１２０によ
ってこのホッパ１０１に収容された紙幣が１枚ずつ紙幣処理機１００の内部に取り込まれ
るようになっている。紙幣取込装置１２０は、紙幣の繰り入れを行うフィードローラ１２
１、フィードローラ１２１に対向するよう設けられ当該フィードローラ１２１との間にゲ
ート部を形成するゲートローラ（逆転ローラ）１２２、およびホッパ１０１に収容された
紙幣をフィードローラ１２１に蹴り出すキッカローラ１２３から構成されている。紙幣取
込装置１２０により上部ユニット１０内に取り込まれた紙幣は後述する上部搬送機構２０
１ａにより搬送されるようになっている。各リジェクト部１０２は、紙幣取込装置１２０
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により上部搬送機構２０１ａに取り込まれた紙幣がリジェクト紙幣（例えば偽券等）であ
る場合に当該紙幣を排出するようになっている。ここで、２つのリジェクト部１０２のう
ち下方にあるリジェクト部１０２が例えば偽券等を排出するために用いられ、上方にある
リジェクト部１０２は、後述する識別部２２０により識別が行われたが仕分け対象から除
外されたような紙幣を収容するために用いられるようになっていてもよい。
【００２１】
　操作部１０３は、オペレータからの指示を受け付けるための入力キーを有している。第
１の全体表示部１０４及び第２の全体表示部１０５は、所定のデータ（例えば、グラフィ
ックデータ）を表示するようになっている。
【００２２】
　次に、下部ユニット２０の各構成要素について説明する。図２に示すように、下部ユニ
ット２０内には下部搬送機構２０１ｂが設けられており、この下部搬送機構２０１ｂは上
部搬送機構２０１ａから紙幣が１枚ずつ受け渡されるようになっている。下部搬送機構２
０１ｂはこの受け渡された紙幣を下部ユニット２０内で更に搬送する。各集積部１０６は
、紙幣取込装置１２０によってホッパ１０１から取り込まれた紙幣を当該紙幣の属性（例
えば金種）毎に集積するようになっている。各個別表示部１０７は、各集積部１０６に対
応して設けられており、対応する集積部１０６に集積された紙幣の数を表示するようにな
っている。
【００２３】
　なお、図１では、上部ユニット１０においてリジェクト部１０２が２つであるとともに
下部ユニット２０において集積部１０６及び個別表示部１０７がそれぞれ４つである場合
について図示したが、これらの構成要素の数はこれに限定されることはなく変更すること
ができる。
【００２４】
　次に、紙幣処理機１００の搬送系とセンサ系の詳細について説明する。前述のように、
図２は、図１に示す紙幣処理機１００の内部構成の概略を示す概略構成図であり、主に搬
送系とセンサ系を示している。
【００２５】
　図２に示すように、紙幣処理機１００の上部ユニット１０の内部には、ホッパ１０１か
ら紙幣取込装置１２０により取り込まれた紙幣を搬送する上部搬送機構２０１ａが設けら
れている。この上部搬送機構２０１ａは、その一部分が略水平方向に延びるようになって
いる。また、下部ユニット２０の内部には、上部搬送機構２０１ａから紙幣が１枚ずつ受
け渡され、この受け渡された紙幣を各集積部１０６に搬送する下部搬送機構２０１ｂが設
けられている。上部搬送機構２０１ａおよび下部搬送機構２０１ｂは通常の場合、それぞ
れ、ベルト搬送機構が組み合わされたものからなる。上部搬送機構２０１ａおよび下部搬
送機構２０１ｂに沿って種々のセンサ２０２～２１４が設けられている。ホッパ１０１の
出口側に設けられたセンサ２０２および後述する識別部２２０の入口側に設けられたセン
サ２０３は、それぞれ、紙幣が確実に取り込まれたことを検知するようになっている。上
部搬送機構２０１ａに設けられた識別部２２０は様々な検知手段から構成されており、ホ
ッパ１０１から取り込まれた紙幣の正損、真偽、金種、方向、表裏等を検知するようにな
っている。また、図２に示すように、上部搬送機構２０１ａには、例えば透過センサから
なるセンサ２０４や紙幣の厚さを測定するための一対のローラ２４０，２４１が設置され
ている。
【００２６】
　上部搬送機構２０１ａにおける識別部２２０の下流側には２つの分岐部材２３１が直列
に設けられている。各分岐部材２３１は、識別部２２０において識別を行うことができな
かった紙幣や識別が行われたが仕分け対象から除外された紙幣を、対応するリジェクト部
１０２に送るようになっている。センサ２０５，２０６は、分岐部材２３１からリジェク
ト部１０２に紙幣が送られたことを検知するものである。仕分け対象とされた紙幣はセン
サ２０７により搬送状態が検知され、更に上部搬送機構２０１ａにより搬送される。その
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後、上部ユニット１０の上部搬送機構２０１ａから下部ユニット２０の下部搬送機構２０
１ｂに紙幣が受け渡される。
【００２７】
　下部搬送機構２０１ｂには３つの分岐部材２３２～２３４が直列に設けられており、各
分岐部材２３２～２３４は紙幣の例えば金種等に応じて紙幣を４つの集積部１０６のうち
対応する集積部１０６に送るようになっている。このようにして、識別部２２０により金
種等の識別が行われた紙幣は、４つの集積部１０６のうち適合する集積部１０６に収納さ
れる。センサ２０８～２１４は、下部搬送機構２０１ｂから各集積部１０６への紙幣の仕
分けが的確に行われたか否かを検知するようになっている。各集積部１０６における紙幣
の収納状況は残留検知センサ２２１～２２４により検知されるようになっている。
【００２８】
　本実施の形態の紙幣処理機１００においては、上部ユニット１０と下部ユニット２０と
の間に仕切部材３０を配設したことを特徴としている。この仕切部材３０の具体的構成や
上部ユニット１０、下部ユニット２０との関係について、図３乃至図５を用いて以下に詳
述する。ここで、図３乃至図５は、図１の紙幣処理機１００の概略側面図であり、図３は
、上部ユニット１０および仕切部材３０が上方に開かれていないときの状態を示す図であ
り、図４は、上部ユニット１０が上方に開かれたときの状態を示す図であり、図５は、上
部ユニット１０および仕切部材３０の両方が上方に開かれたときの状態を示す図である。
【００２９】
　まず、上部ユニット１０について説明すると、この上部ユニット１０の底部の全てまた
は少なくとも一部が開口状態となっている。上部ユニット１０の底部の全てが開口状態と
なっていることがより望ましいが、少なくとも紙幣処理機１００を上方から見て上部搬送
機構２０１ａの真下の領域が開口状態となっていればよい。このように上部ユニット１０
の底部の全部または少なくとも一部を開口状態とする理由は、上部ユニット１０内におい
て上部搬送機構２０１ａにより搬送される紙幣から異物が剥離したときに、この異物が上
部ユニット１０の底部の開口を通過して仕切部材３０上に落下するようにするためである
。
【００３０】
　図４および図５に示すように、上部ユニット１０は上方に開くことができるようになっ
ており、当該上部ユニット１０が上方に開かれたときに外部から仕切部材３０の上方にオ
ペレータがアクセス可能となっている。このことにより、紙幣処理機１００のメンテナン
スの際にオペレータは単に上部ユニット１０を上方に開くだけで仕切部材３０の上面に堆
積した異物の除去を容易に行うことができるようになる。
【００３１】
　また、上部ユニット１０に設けられた識別部２２０の底部には、この識別部２２０内で
発生した異物を仕切部材３０に落下させるための開口（図示せず）が設けられている。上
部ユニット１０内においては紙幣の搬送路が狭くなるような識別部２２０において紙幣か
ら異物が剥離しやすくなっているが、識別部２２０の底部に開口が設けられているので、
紙幣から剥離した異物を仕切部材３０上に容易に落下させることができるようになり、識
別部２２０内で異物が堆積して当該識別部２２０による紙幣の識別不良が発生することを
抑制することができるようになる。
【００３２】
　次に、下部ユニット２０について説明すると、下部ユニット２０の上部も開口状態とな
っている。これは、紙幣処理機１００のメンテナンスを行う際に、下部ユニット２０内の
下部搬送機構２０１ｂや集積部１０６にアクセス可能とするためである。さらに、図３等
に示すように、下部ユニット２０の側面における下方領域には開閉自在の貫通穴２１が形
成されている。紙幣処理機１００のメンテナンスの際にこの貫通穴２１を開状態とするこ
とにより、オペレータは貫通穴４１に掃除機等の吸引装置を接続させることによって下部
ユニット２０内に堆積された異物を吸引除去することができるようになる。
【００３３】
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　そして、図２，図３等に示すように、上部ユニット１０と下部ユニット２０との間には
、略水平状態に延びる板状の部材からなる仕切部材３０が配設されている。この仕切部材
３０の上面は略長方形形状となっており、この長方形の一辺に対応するような仕切部材３
０の一の端縁は水平方向に延びる軸３１によって下部ユニット２０の上部に枢支されてい
る。このことにより、図４および図５に示すように上部ユニット１０が上方に開かれた状
態で仕切部材３０は軸３１を中心として上方に回転することができ、仕切部材３０が図４
に示すような略水平状態から上方に回転することによりこの仕切部材３０が上方に開くこ
ととなる。そして、図５に示すように仕切部材３０が上方に開いた状態で、紙幣処理機１
００の付属品であるストッパ３２を仕切部材３０と下部ユニット２０との間に挟むことに
より、仕切部材３０を開いた状態のまま保持することができるようになっている。
【００３４】
　仕切部材３０は、上部ユニット１０の底部全てを覆うような大きさ、すなわち上部ユニ
ット１０の底面と略同一の大きさとなっていることが最も望ましいが、少なくとも上部ユ
ニット１０の底部に形成された開口を覆うような大きさとなっていればよい。また、この
仕切部材３０は、紙幣処理機１００を上方から見て上部搬送機構２０１ａと下部搬送機構
２０１ｂとが重なる部分を少なくとも含む大きさとなっていることがより好ましい。なぜ
ならば、上部ユニット１０内において紙幣が上部搬送機構２０１ａにより搬送される際に
この紙幣から異物が剥離されて落下されるので、仕切部材３０は少なくとも上部搬送機構
２０１ａの真下の位置にこの上部搬送機構２０１ａをカバーするような大きさで設けられ
ることが望ましく、また、上部ユニット１０から落下した異物が下部ユニット２０の下部
搬送機構２０１ｂに到達した際にはこの下部搬送機構２０１ｂにおいて搬送不良が発生し
やすくなるので、仕切部材３０は少なくとも下部搬送機構２０１ｂの真上の位置にこの下
部搬送機構２０１ｂをカバーするような大きさで設けられることが望ましいからである。
【００３５】
　また、図５に示すように、上部ユニット１０が上方に開かれた状態で仕切部材３０は上
方に開くことができるようになっている。そして、このような仕切部材３０が上方に開か
れたときには、下部ユニット２０内にある下部搬送機構２０１ｂや集積部１０６等にアク
セス可能となっている。このため、紙幣処理機１００のメンテナンスの際にオペレータは
上部ユニット１０が上方に開かれた状態で仕切部材３０上の異物の除去後にこの仕切部材
３０を上方に開くことにより、下部ユニット２０内の下部搬送機構２０１ｂや集積部１０
６等のメンテナンスを容易に行うことができるようになる。
【００３６】
　さらに、下部ユニット２０内において、仕切部材３０を枢支する軸３１の真下には、当
該軸３１に沿って異物回収箱４０が設置されている。ここで、仕切部材３０が図５に示す
ように上方に開かれたときに、この仕切部材３０上に堆積した異物が傾斜状態にある仕切
部材３０に沿って落下して異物回収箱４０により確実に回収されるようになっている。ま
た、異物回収部４０には、この異物回収部４０内に回収された異物を吸引除去するための
開閉自在の貫通穴４１が設けられていることが好ましい。このことにより、オペレータは
貫通穴４１を開状態としてこの貫通穴４１に掃除機等の吸引装置を接続させることにより
、異物回収部４０内に堆積された異物を容易に吸引除去することができるようになる。
【００３７】
　以上のように本実施の形態の紙幣処理機１００においては、上部ユニット１０の底部の
少なくとも一部が開口状態となっており、上部ユニット１０と下部ユニット２０との間に
は仕切部材３０が配設されている。このことにより、ゴミや埃等の異物が付着した紙幣が
上部ユニット１０の内部に取り込まれたときに、この上部ユニット１０において例えば紙
幣の搬送路が狭くなるような紙幣取込装置１２０の出口側や識別部２２０で異物が紙幣か
ら剥離して落下した場合であっても、この異物は上部ユニット１０の底部に形成された開
口を通過して落下することにより仕切部材３０の上面に堆積されることとなる。このため
、オペレータは紙幣処理機１００のメンテナンスの際に単に仕切部材３０の上面に堆積さ
れた異物を除去するだけでよく、このような異物の除去作業をシンプルなものとすること
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ができる。また、上部ユニット１０の内部に取り込まれた紙幣から剥離した異物が当該上
部ユニット１０内に残存することを防止することができるので、この上部ユニット１０内
に堆積された異物により識別部２２０による紙幣の識別不良、あるいは上部搬送機構２０
１ａにおけるジャムの発生やベルト外れ等のトラブルが生じることを抑制することができ
る。
【００３８】
　また、仕切部材３０は、略水平方向に延びる板状の部材から構成されているので、上部
ユニット１０の内部に取り込まれた紙幣から剥離し、上部ユニット１０の底部に形成され
た開口を通過して落下した異物は仕切部材３０の略水平方向に延びる上面で受けられるこ
ととなり、オペレータは紙幣処理機１００のメンテナンスの際にこの仕切部材３０の略水
平な上面に堆積した異物の除去を容易に行うことができるようになる。また、上部ユニッ
ト１０は上方に開くことができるようになっており、当該上部ユニット１０が上方に開か
れたときに外部から仕切部材３０の上面にアクセス可能となっているので、紙幣処理機１
００のメンテナンスの際にオペレータは単に上部ユニット１０を上方に開くだけで仕切部
材３０の上面に堆積した異物の除去を容易に行うことができるようになる。また、上部ユ
ニット１０が上方に開かれた状態で仕切部材３０は上方に開くことができるようになって
おり、上部ユニット１０および仕切部材３０が上部に開かれたときに下部ユニット２０の
内部にアクセス可能となっているので、紙幣処理機１００のメンテナンスの際にオペレー
タは上部ユニット１０が上方に開かれた状態で仕切部材３０上の異物の除去後にこの仕切
部材３０を上方に開くことにより、下部ユニット２０内の下部搬送機構２０１ｂや集積部
１０６等のメンテナンスを行うことができるようになる。

【図１】 【図２】
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